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環 境 課からのお知らせ

■問い合わせ／環境課　☎８８０－６５５７

日 月 火 水 木 金 土

4
（第１・土）

（第２・火）

5 6

（第２・月）

7

（第３・火）

8
（第２・水）

9
（第２・木）

10
（第２・金）（第１・月）

1 2 3

（第１・火）

（第１・水）（第１・木）（第１・金）

11
（第２・土）

12 13

（第３・月）

14

（第４・火）

15
（第３・水）

16
（第３・木）

17
（第３・金）

18
（第３・土）

19

26

20

（第４・月）

21 22
（第４・水）

27 28

23
（第４・木）

24

30
（第４・金）

29

25

31
（第4・土）

●8月の例

　各ごみの収集日については「南国
市の家庭ごみの分け方・出し方｣ を
ご覧ください。最新版は ｢平成30年
作成」です。市役所総合案内、各支
所で配布しています。
　第○・○曜日が家のカレンダーで
いつなのかわかりにくい場合は、右
の表を参考にしてください。

　

　
環
境
委
員
連
合
会
で
は
、
今
年
も

ご
み
処
理
施
設
の
見
学
を
実
施
し
ま

す
。
親
子
で
の
参
加
も
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

■
日
時
／
８
月
18
日
㈯

　
午
前
９
時
30
分
か
ら
午
後
１
時
ま
で

■
視
察
先
／
香
南
清
掃
組
合

■
集
合
場
所
／
市
役
所
正
面
玄
関

前
駐
車
場

■
対
象
／
南
国
市
民
お
よ
び
市
内
勤

務
者

※
小
学
３
年
生
以
下
は
、
子
ど
も
１

名
に
つ
き
保
護
者
１
名
以
上
の
同

伴
を
お
願
い
し
ま
す

■
募
集
人
員
／
先
着
25
名

■
参
加
費
／
無
料
（
昼
食
付
き
）

■
申
込
方
法
／
電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
①

住
所
②
氏
名
③
年
齢
④
性
別
⑤

電
話
番
号
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

■
申
込
締
切
／
８
月
９
日
㈭

■
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
環
境
課
内

　
環
境
委
員
連
合
会
事
務
局

　
☎
FAX 

８
６
３
・
２
７
０
０

　
度
々
お
知
ら
せ
し
て
お
り
ま
す
が
、

ラ
ベ
ル
が
付
い
た
ま
ま
ご
み
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
に
出
さ
れ
て
い
る
ペ
ッ
ト
ボ
ト

ル
が
依
然
多
い
状
況
で
す
。
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
は
中
間
処
理
の
あ
と
、
再
生
処

理
事
業
者
へ
引
き
渡
さ
れ
ま
す
が
、

異
物
混
入
や
、
キ
ャ
ッ
プ
・
ラ
ベ
ル
が

付
い
て
い
る
こ
と
が
頻
繁
に
あ
る
と
、

取
引
が
停
止
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
中
間
処
理
場
で
は
、

手
作
業
で
ラ
ベ
ル
を
は
が
し
て
お
り
、

昨
年
度
と
比
べ
て
作
業
量
が
大
幅
に

増
加
し
て
い
ま
す
。
現
状
の
ま
ま
で

は
委
託
料
が
増
え
る
こ
と
も
考
え
ら

れ
、
市
の
財
政
負
担
と
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。

　
ラ
ベ
ル
は
ミ
シ
ン
目
に
沿
っ
て
は
が

す
等
、
簡
単
に
は
が
せ
る
も
の
が
ほ

と
ん
ど
で
す
。
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
ラ
ベ

ル
を
は
が
し
て
出
し
て
い
た
だ
く
よ
う

に
お
願
い
い
た
し
ま
す

※
ラ
ベ
ル
は
キ
ャ
ッ
プ
と
と
も
に
容
器

包
装
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
と
し
て
出
し
て

く
だ
さ
い
。

※
全
面
の
り
付
け
さ
れ
て
い
た
り
、

容
易
に
は
が
せ
な
い
ラ
ベ
ル
は
、
は

が
さ
ず
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
出
し
方

１
．
ラ
ベ
ル
と
キ
ャ
ッ
プ
を
外
す

２
．
中
を
軽
く
水
洗
い

３
．
軽
く
つ
ぶ
す

４
．
資
源
物
用
指
定
袋
へ

ご
み
問
題
に
関
心
を
！

ご
み
処
理
施
設
を

　
　
　
　見
学
し
て
み
ま
せ
ん
か

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
ラ
ベ
ル
を

は
が
し
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
環
境
セ
ン
タ
ー
（
し
尿
処
理
施
設
）

は
、
機
械
設
備
の
点
検
な
ど
の
た
め

８
月
11
日
㈯
〜
14
日
㈫
の
４
日
間
、

し
尿
な
ど
の
受
け
入
れ
が
で
き
ま
せ

ん
。
そ
の
た
め
、
各
家
庭
の
収
集
も

で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

環
境
セ
ン
タ
ー
の
運
転
休
止

家
庭
の
し
尿
収
集
も
休
止

INFORMATIONINFORMATION

本年８月から介護保険制度の改正になる内容についてお知らせいたします。

平成３０年８月からの介護保険制度改正について

　介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。
　介護保険制度を今後も持続可能なものとし、世代内・世代間の負担の公平、負担能力に応じた負担を求める
観点から、見直しを行うものです。

※１合計所得金額とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控
除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、
長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。

※２その他の合計所得金額とは、※１の合計所得金額から、年金の雑所得を除い
た所得金額をいいます。

○第 2 号被保険者（40 歳以上 65 歳未満の方）、市民税非課税の方、生活保護受
給者は上記に関わらず 1 割負担です。

　要介護・要支援認定を受けた方は、毎年 7 月に、利用者負担が 1 割の方、2 割の方、
3 割の方も、市から負担割合が記された証を交付します。
　この負担割合証を介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護サービスを利用す
るときは、必ず 2枚一緒にサービス事業者や施設にご提出ください。

○ 高額医療合算介護（予防）サービス費とは、医療保険と介護保険における１年間（毎年 8 月 1 日～翌年 7
月 31 日）の自己負担の合算額が高額な場合に、さらに負担を軽減する制度です。

見直し内容 （※７０歳以上の方がいる世帯が対象となります）
○ 現役並み所得者については、現役世代と同様に、細分化した上で限度額を引き上げます。
○ 一般区分については、限度額を据え置きます。

現役並みの所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が
3割になります。
現役並みの所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が
3割になります。

高額医療合算介護（予防）サービス費が見直しされます高額医療合算介護（予防）サービス費が見直しされます

利用者負担の判定の流れ

現行 見直し後

本人の※１合計
所得金額が220
万円以上

年金収入＋※２その他の合計所得金額が単身世帯で340万円以上、
または2人以上世帯で463万円以上

年金収入＋※２その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円
以上340万円未満、または2人以上世帯で346万円以上463万円未満

年金収入＋※２その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280
万円以上、または2人以上世帯で346万円以上

年金収入＋※２その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280
万円未満、または2人以上世帯で346万円未満

本人の※１合計
所得金額が160
万円以上 2 2 0 万
円未満

本人の※１
合計所得金額が 
160万円未満 

65
歳
以
上
の
方

3割負担

2割負担

2割負担

1割負担

1割負担

　　　所得要件
現役並み所得者（課税所得145万円以上）
一般所得者

算定基準額
６７万円
５６万円

　　　所得要件
課税所得６９０万円以上
課税所得３８０万円以上
課税所得１４５万円以上
一般所得者

算定基準額
２１２万円
１４１万円

６７万円（据え置き）
５６万円（据え置き）


